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☆オンライン知的財産セミナー（知財部員が知って
おきたい、記載要件に関する３つの重要知識） … ⑽

☆オンライン知的財産セミナー（米国特許実務改善のポイント、
米国代理人費用を削減するために日本側でできること） … ⑾☆明細書の記載と能動的『調整』『調節』の要否についての考察 ⑴

【本判決の要旨、若干の考察】
１．本件発明（【請求項１】）

ワイヤレススカッフプレートであって、上表
面と下表面を有し、前記上表面は、少なくとも一
つの凹槽を有し、且つ、前記凹槽の少なくとも一
側は、電源収容孔を有し、及び、定位部が、少な
くとも一側上に定義される底板と、前記凹槽に収

容され、且つ、少なくとも一つの回路板を有する
バックライトモジュールと、少なくとも一つの
バッテリーと少なくとも一つの導電ストリップを
有し、前記バッテリーが、前記電源収容孔に設置
され、前記導電ストリップが、前記バッテリーと
前記回路板を電気的に接続する電源モジュールと、
前記回路板上に設置されると共に、感応信号を感

明細書の記載と能動的『調整』『調節』の明細書の記載と能動的『調整』『調節』の
要否についての考察要否についての考察

 中村合同特許法律事務所

 弁護士・弁理士 高石　秀樹 

知財高判令和７年６月30日・令和７年（ネ）第10004号【ワイヤレススカッフプレート】事件＜中平裁判長＞
−（「調整可能」というクレーム文言を、「その発光持続時間を可変とする」ことを意味すると解し、能動的に「調整」できる必要があると判断した事例）


